
○ 交渉の経緯

ＷＴＯ漁業補助金交渉の経緯

 2001年にドーハラウンド交渉の一部として開始。
 2015年にSDGs（持続的開発目標）において、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助
金の禁止等を規定。これを契機に交渉が活性化。

 2019年11月に、我が国は、EU、韓国、台湾とともに共同提案を提出。
 2020年6月に、議長テキストの初版が提示。
 2022年6月に、議長テキストの第6改訂版が提示。
 2022年6月の第12回WTO閣僚会議で漁業補助金協定が合意。

SDGs（持続的開発目標）14.6
2020年までに、
過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、
違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、
同様の新たな補助金の導入を抑制する。

１

日本・EU等共同提案の概要
過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金は禁止する。
ただし、補助金供与国が、適切な漁業管理が行われていることを示すことができる場合には、
補助金は禁止されない。



○ これまでの論点に関する合意内容（赤訂は交渉の結果削除することとされた。）

ＷＴＯ漁業補助金交渉の交渉結果

 規律の対象（燃油補助金の扱い）
 IUU（違法・無報告・無規制）漁業に対する補助金の禁止
（途上国は2年間に限りEEZ内の漁業には供与可能）

 乱獲状態にある資源に関連する漁業に対する補助金の禁止
（途上国は2年間に限りEEZ内の漁業には供与可能）(資源回復措置があれば供与可能)

 過剰漁獲能力・過剰漁獲につながる補助金と資源管理措置

 途上国に対する特別待遇（SDT）

○ 新たな項目に関する合意内容
① 削除された過剰漁獲につながる補助金と途上国に対する特別待遇については、
引き続き第13回閣僚会議に向けて議論されること

② 発効後4年以内に完全版の協定又は何らかの決定がWTO総会でできない限り
協定は自動的に廃止になること

○ 日本については、上記条文で不利益になることはないと考えている。
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